
平成30年度決算　地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額一覧

平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する

経費に充てるものとされています。

平成30年度山辺町一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

　（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）歳入額 114,586 千円

　（歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費等 625,021 千円

（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他 地方消費税交付金（社会保障財源化分） その他

障がい者福祉施策 195,119 146,645 15,959 32,515

　（障がい者自立支援給付費等）

児童福祉施策 45,645 34,920 3,531 7,194

　（子ども・子育て支援教育・保育給付費、認可外保育施設利用助成等）

母子福祉施策 12,417 3,085 56 3,054 6,222

　（妊婦健診、ひとり親家庭等医療給付費等）

高齢者福祉施策 11,710 3,784 2,610 5,316

　（老人福祉施設保護措置費、ねたきり高齢者等移送費等）

小　計 264,891 184,650 0 3,840 25,154 51,247

国民健康保険施策 90,836 54,043 12,113 24,680

　（国民健康保険特別会計繰出金）

介護保険施策 183,858 1,175 60,146 122,537

　（介護保険特別会計繰出金）

後期高齢者医療施策 43,191 32,393 3,555 7,243

　（後期高齢者医療特別会計繰出金）

小　計 317,885 87,611 0 0 75,814 154,460

疾病予防施策 28,947 128 9,488 19,331

　（各種予防接種費等）

健康増進施策 13,298 753 4,130 8,415

　（がん検診等）

小　計 42,245 881 0 0 13,618 27,746

合　計 625,021 273,142 0 3,840 114,586 233,453

※社会保障財源化分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※事務費及び人件費等は、事業費（決算額）から除外しています。
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